
■都市計画提案制度の手続きの流れ 

 
計画提案に係る事前相談・事前調整 

 
  土地所有者、まちづくりＮＰＯ等による都市計画の提案   

（提案の要件） 
      ①0.5 ヘクタール以上※の一体的な区域 

     ②都市計画に関する法令上の基準に適合 
     ③土地所有者等の 3 分の 2 以上の同意 

※ 条例で 0.1 ヘクタールまで引き下げが可能。 
 

計画提案に係る都市計画の素案の閲覧 

 
提案に基づく都市計画の決定（変更）をするかどうかを判断 

 

都市計画を決定（変更）する 
必要があると認めるとき 

 

都市計画の案の作成 

 

一部を変更して作成する理由など 
を提案者と京都府に通知 

 

都市計画案の公告縦覧 

 

都市計画案及び計画提案を亀岡市 
都市計画審議会へ付議 

 

都市計画の決定（変更） 
 

都市計画を決定（変更）する 
必要がないと認めるとき 

 

  決定（変更）する必要がないと認め 
  る理由などを提案者と京都府に通知 

 

計画提案者による意見書の提出 
 
決定すべきと 
認めるとき 

 
  亀岡市都市計画審議会に計画提案と 
  意見書の要旨を提出し、意見を聴く 

 

  都市計画の決定（変更）をせず 

 

  都市計画の決定（変更）をしない理 
  由などを提案者と京都府に通知 
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